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序     文 
 

日本国政府は、ブータン王国からの技術協力の要請に基づき、同国の東部6県を対象に「園芸作

物研究開発・普及支援プロジェクト」を実施することを決定し、2010（平成22）年3月16日に討議

議事録（R/D）の署名を行い、5年間のプロジェクトとして実施しています。 

今般、プロジェクト開始から2年半が経過したことから中間レビュー調査団を派遣し、ブータン

王国政府及び関係機関との間で、プロジェクトの進捗の確認と今後の方向性に係る協議を行いま

した。本報告書は、同調査団による協議結果、評価結果を取りまとめたもので、当プロジェクト

及び類似プロジェクトの実施にあたり広く活用されることを願います。 

終わりに、本調査に対しご協力とご支援を頂いた内外関係者の皆様に、心からの感謝の意を表

します。 

 
平成26年2月 

 
独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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プロジェクト協力対象地域地図 
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写     真 

ウェンカル再生可能天然資源研究開発センタ
ー（ウェンカル研究開発センター）内会議室
での進捗説明の様子 

ウェンカル研究開発センター内試験栽培農地
の見学の様子。栽培農地はよく管理されてい
る。 

研修受講農家の所有農地までのアクセス道路。
急峻で車道へのアクセスまで時間を要する。 

研修受講農家の果樹・野菜栽培農地。野菜の
間に果樹が植栽されている。 

プロジェクトで協力を開始したタシ・ヤンツェ
政府種子農場。敷地は広いが、整地・農業イン
フラの整備はまだ始まったばかりである。 

合同調整委員会（Joint Coordination Committee）
における、カウンターパートからの進捗発表

 

農林省次官、国民総幸福委員会（GNHC）日
本担当官、JICA ブータン事務所長によるミニ
ッツ署名の様子 

 

 



 

 

略 語 表 
 

略語 英 語 日本語 

AREP 
Agricultural Research and Extension Support 
Project in Lhuntse and Mongar 

東部2県生産技術開発・普及支援計画

プロジェクト 

DAO Dzongkhag（District）Agricultural Office 県農業局 

DoA Department of Agriculture 農業林業省農業局 

GNHC Gross National Happiness Commission 国民総幸福委員会 

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会 

MAGIP Market Access and Growth Intensification Project 市場アクセス・成長強化プロジェクト

MoAF Ministry of Agriculture and Forests 農林省 

NSC National Seed Center 国立種子センター 

OGTP One Gewong Three Products 一郡三品 

PCCM Project Coordination Committee Meeting 
プロジェクト・コーディネーション・

コミッティー・ミーティング 

PDM Project Design Matrix 
プロジェクト・デザイン・マトリック

ス 

PO Plan of Operation 活動計画書 

RAMCO 
Regional Agricultural Marketing and 
Cooperatives Office 

農業林業省東部地域農業マーケティ

ング・協同組合事務所 

RNRRDC 
Wengkhar Renewable Natural Resource Research 
and Development Center 

ウェンカル再生可能天然資源研究開

発センター 

WGM Working Group Meeting ワーキング・グループ・ミーティング
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ブータン王国 
案件名： 
園芸作物研究開発・普及支援プロジェクト 

分野：農業開発・農村開発-農業開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部水田地帯第二課 協力金額（2013年3月時点）：2億3,000万円 

先方関係機関： 
＜実施機関＞ 

農林省農業局ウェンカル再生可能天然資源研

究開発センター（Wengkhar Renewable Natural
Resource Research and Development Center ：
RNRRDC） 

＜協力機関＞ 
① 農林省農業マーケティング・協同組合局

（Department of Agricultural Marketing & 
Cooperatives） 

② 対象6県の県農業局（Dzongkhag Agriculture 
Offices：DAO） 

③ 東部地域農業マーケティング・協同組合事務所

（Regional Agricultural Marketing and 
Cooperatives Office：RAMCO） 

日本側協力機関：- 

協力期間 
2010年3月21日～ 
2015年3月20日（5年間） 
（R/D署名）2010年3月16日 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

ブータン王国（以下、「ブータン」と記す）では、総人口の60％が農業に従事しており（｢Bhutan 
RNR Statistics 2012｣）、特に人口の約70％が集中する地方部では、そのほとんどが農業で生計を立

てている（世帯人口統計、2005年）。農業はブータンの基幹産業であるが、急峻な地形により耕作

地及び作目が限定されていることに加え、市場及び道路などのインフラが未整備であるため、体

系的な作物の換金化はほとんど行われていない。農林省は、農家の収入向上の手段のひとつとし

て、園芸作物・換金作物による商業的農業の振興を重要課題として位置づけているものの、同国

の多様な地理的条件に適した園芸作物栽培の技術開発及び普及が進んでおらず、園芸作物の商業

化のために十分な支援システムが確立されていない。市場及び道路等のインフラの未整備も相ま

って、園芸作物の振興による現金収入の向上はまだ始まったばかりである。 
JICA「東部2県生産技術開発・普及支援計画プロジェクト」（Agricultural Research and Extension 

Support Project in Lhuntse and Mongar：AREP）（技術協力プロジェクト、2004年6月～2009年6月）

では、対象地となった東部2県で園芸作物を中心とした作物の普及及び生産高・品質向上といった

成果を収めた。対象地域では自給自足から作物を現金化するということへの意識が芽生え始めた

ものの、生産量の大幅な増加に至っておらず、さらに農村へのアクセスの確保も不十分であるこ
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と等の理由により、園芸作物の商業化にまでは至らなかった。 
ブータンとしては、東部2県の成果を他県で実証し、農村道路整備にあわせて東部及び中部地域

に適した園芸作物の振興を図り、貧困農民削減につながる魅力ある農村づくりを実現したい意向

をもっており、わが国に対して後継案件となる本プロジェクトを要請した。これを受け、JICAは、

2010年3月から5年間の予定でプロジェクトを開始し、現在、2名の長期専門家（チーフアドバイザ

ー/園芸、業務調整/農家組織）、及びプロジェクト開始当初より毎年6カ月程度派遣されている短期

専門家（研修/普及）の3名体制で業務を実施している。 
 
１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、ブータン内でも特に貧困率の高い東部地域（6県）を対象とし、現在行われ

ている自給自足的な農業から商業的農業への移行を促進するため、換金作物としての園芸作物を

導入した、園芸農業の普及を促進し、園芸作物の収量を増加させることで、農家の収入向上に資

することを目的とする。 
 
（1）上位目標 

対象地域において、農家のより一般的な収入源として園芸作物が導入される。 
 
（2）プロジェクト目標 

プロジェクトで研修を受けた農家、及び普及活動による受益農家が、園芸農業の商業化に

向けた適正技術を実践する。 
 
（3）アウトプット 

アウトプット1：対象地域において、生産と販売の可能性を踏まえた園芸農業の技術及び作

物が特定される。 
アウトプット2：ウェンカル研究開発センターにおいて、園芸農業に関する技術研修の実施

体制が強化される。 
アウトプット3：ウェンカル研究開発センターと種苗生産農家において、種苗の提供体制が

確立される。 
 
（4）投入（評価時点） 

＜日本側＞ 
・ 長期専門家：チーフアドバイザー/園芸（1名）、業務調整/農家組織（延べ2名） 
・ 短期専門家：研修/普及（1名、延べ15.67MM）、病虫害（1名、1.67MM） 
・ 資機材供与：合計2,800万円 
・ カウンターパート（Counterpart：C/P）本邦研修：2名、第三国研修〔ネパール連邦共

和国（以下、「ネパール」と記す）〕：15名 
・ ローカルコスト負担：合計1,415万円 

 
＜ブータン側＞ 

・ C/P配置：26名 



 

iii 

・ ローカルコスト：実績額3,600万円。ただし、実績額には職員の給料等も含む。 
・ 施設・設備：プロジェクト事務所、研究圃場の提供 

 
（5）プロジェクトサイト 

東部地域6県：モンガル県、ルンツェ県、タシ・ヤンツェ県、タシガン県、ペマガツェル県、

サムドゥルップ・ジョンカール県 
 

２．評価調査団の概要 

調査者 

＜日本側＞ 
団 長 相川 次郎 JICA国際協力専門員 
評価分析 十津川 淳 佐野総合企画株式会社 
協力企画 菊地 明里紗 JICA農村開発部水田地帯第二課 

＜ブータン側＞ 
Mr. Norbu Wangchuk Plan Monitoring and Coordination Division, Gross National 

Happiness Commission 
Mr. Sangay Dendup Horticulture Officer, Horticulture Division, Ministry of 

Agriculture and Forests 
 

調査期間 2012年10月4日～2012年10月25日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）アウトプットの達成度 
1）アウトプット1：達成に向けて順調に進捗している 

成果1が示す、適正園芸作物及び農法については、これまでのプロジェクトにおける技術

支援活動や調査活動を通して、対象地の標高やその他の自然条件に応じて既に特定されて

いる。また、特定された農作物の栽培技術研修により、生産農家の育成、果樹展示圃場及

び柑橘生産団地の形成が進んでいる。 
指標1-1については、数冊のマニュアルが作成、印刷済みである。 

 
2）アウトプット2：達成に向けて順調に進捗している 

普及員及び農民に対する研修は、実地研修を重視し、かつ資機材投入もあわせて行う方

法を採用しているため、研修効果の高さ及び研修内容の定着度の観点において、参加者か

ら高い評判を得るに至っている。また、研修内容も体系的に整理されており、成果2が示す

研修体制は着実に強化され始めていると判断できる。 
指標2-1については、研修参加者のすべてがこれまでに果樹展示圃場を既に造成した。ま

た指標2-2については、多くの普及員が研修で習得した技術をそれぞれの活動現場において

指導しているものと推察できるが、現時点まで、この観点における体系的な情報収集は行

われていないため、割合による達成状況の把握はできていない。指標2-3については、研修

時のアンケート調査において参加者から研修への高い満足度が示された。プロジェクトで

は今後アンケート結果を整理し、パーセンテージを算出する予定である。 



 

iv 

3）アウトプット3：達成に向けて順調に進捗している 
種子及び苗木の供給体制は、本プロジェクトが技術支援してきた種苗農家での生産が軌

道に乗り始めていること、及びタシ・ヤンツェの国家種子農場による生産が再開されてい

く可能性があることなどから、供給体制は整備され始めていると判断できる。 
指標3-1が規定する種子及び苗木の生産量は、既に指標の求めるレベルに達している。こ

れらの種子及び苗木は果樹展示圃場や柑橘生産団地に関する研修実施の際に配布したり、

農民からの依頼に即して供与したりするなどしている。指標3-2については、約7割の研修

参加者が種子・苗木生産に成功している。このやや低い成功率の背景としては、種子生産

は配布先農家等にも重大な影響を及ぼすため、「到達すべき技術レベルを高めに設定する」

というプロジェクトの意向が反映されているためである。 
 
（2）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標：プロジェクトで研修を受けた農家と普及活動を通した受益農民が、園

芸農業の商業化に向けた適正技術を実践する 
研修受講農家は、それぞれの土地で果樹展示圃場（52カ所）や柑橘生産団地（11カ所）

を設置しており、研修で習得した適正技術を実践している。現時点の指標に係る達成状況

は以下のとおりである。 
指標2はすべての農民が習得した技術を展開しており、達成状況は100％といえる。他方、

農民間普及については、実践された例も報告されているものの、現時点までは活発に展開

されてきたとは言い難く、この点は今後プロジェクトが強化して取り組むべき重要課題の

ひとつである。また、同時に農民間普及の実績データの管理も必要である。 
指標3については、本プロジェクトによる研修農家のうち、多くが野菜販売の経験を有し

ていると推測できる。他方で、果樹についてはまだ収穫がないため、その実績はみられな

い。プロジェクトの成果を測るため、今後、農民の生産、販売状況についてデータを記録、

管理することが求められる。 
また、指標1については、これまでのところ計測がなされておらず中間レビュー時点にお

いては判断ができなかった。 
このように、本プロジェクトは目標の示す本質的な内容については順調に進捗している

ことが確認できるものの、指標取得の観点では今後データ整理などが求められる状況にあ

る。特に、指標1においては、信頼性のあるデータを確保しなければならないこと、及び設

定数値そのものがやや高めに設定されていることなどには留意が必要である。 
 
（3）実施プロセスの検証 

プロジェクトの実施プロセスにおいては、主に以下のような状況が確認された。 
    

1）コミュニケーション 
本プロジェクトでは、定期的な会合は設置されていないものの、同じ建物内において必

要なタイミングで情報共有がなされている。また、RNRRDC以外の関係機関とは、ワーキ

ング・グループ・ミーティング（Working Group Meeting：WGM）を設け、それぞれの県で

DAOや普及員、RNRRDC、日本人専門家を交えて、情報共有を図る仕組みが構築されてい
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る。さらに、年に一度、対象全県の関係者が集う、プロジェクト・コーディネーション・

コミッティー・ミーティング（Project Coordination Committee Meeting：PCCM）が設けられ

ており、全県での取り組みについてプロジェクトの主たる関係者全員で共有する体制が構

築されている。 
本プロジェクトの対象地域は広大であり、かつ関係者も多岐にわたるが、これらのコミ

ュニケーション体制を通して、関係者間の情報共有状況はおおむね良好といえる。 
 

2）モニタリング体制 
プロジェクトはRNRRDCのカウンターパートをフォーカルパーソンとして各県ごとに任

命することによって、モニタリングの責任所在を明らかとした。この体制によって、モニ

タリングの頻度や情報の質に向上がみえ始めている。 
ただし、モニタリングの実施状況については更なる改善も求められる。これまでフォー

カルパーソンが活発にモニタリング報告を実施してきた一方、普及員による報告は十分と

はいえない。さらに、フォーカルパーソンの役割を果たしていた職員のうち、3名がRNRRDC
から異動しており、その人員補充も必要である。 

 
３－２ 評価結果の要約 

5項目による評価結果は以下のとおり。 
    
（1）妥当性 

本プロジェクトは、ブータン「第10次5カ年開発計画」（2008～2013）で示す「農村・都市

総合開発による貧困削減」、及び日本の対ブータン支援で示す農業の近代化に合致しており、

政策・援助方針との整合性は高い。 
また、園芸作物を振興し得る、効果的なアプローチを求める農林省（Ministry of Agriculture 

and Forests：MoAF）、RNRRDC、普及員のニーズ、換金作物として期待できる野菜や果樹の

導入へ高い関心をもつ農民のニーズとも整合している。 
実施機関であるRNRRDCは、充実した圃場研修を実施できるだけのインフラを有する、東

部地域で唯一の機関であり、カウンターパート選定は適切であったと評価できる。 
また、対象6県のうち5県はブータンの定める国家貧困ラインを下回っており、貧困度にお

ける全国ワースト10県に該当している。そのため、貧困削減を大目標に掲げるブータン政策

の観点からは、本対象地の選定は適切と考えられる。ただし、プロジェクトが管轄する範囲

としては非常に広範であるため、各県で活動の濃淡をつけることが、本中間レビューにて明

確化された。 
 

（2）有効性 
本プロジェクトはこれまで順調に進捗しており、プロジェクト終了時までに達成する見込

みは十分にあると考えられる。 
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（3）効率性 
1）人的投入 

本プロジェクトは、計画時には長期専門家3名の配置が想定されていたが、実際には、長

期専門家2名及び短期専門家をもって、順調に進捗してきた。「少ない人的投入で高い成果

を上げることが効率性」という解釈からは、人的投入の効率性は高いといえる。また、カ

ウンターパートであるRNRRDC職員の専門性やモチベーションはおおむね高く、適正な人

員が配置されてきたと判断できる。ただし、人事異動や大学進学により空白となった人員

については早期の補充が求められる。 
 
2）物的投入 

調達した資機材は、研修実施及び園芸作物・種子・苗木育成に必要なものであり、その

投入は本プロジェクトの実施において妥当と判断できる。 
 
3）予 算 

会計年度の開始当初2～3カ月間にブータン側予算支出の遅延がみられるものの、プロジ

ェクト活動に大きな影響を及ぼす状況にまでは至っていない。予算額についても、ブータ

ン側職員の活動を支えるだけの予算がおおむね確保されている。 
 
4）本邦研修・第三国研修 

本邦研修については、RNRRDC職員の2名が参加しており、その効果は帰国後、参加者の

技術力向上といった形で現れている。他方、第三国研修（ネパール）に参加した普及員に

係る効果の発現状況は各様となっており、研修効果を 大化させるための工夫が求められ

る。 
 
5）その他（補完関係・重複活動の有無） 

市場アクセス・成長強化プロジェクト1（Market Access and Growth Intensification Project：
MAGIP）と本プロジェクトでは双方間で補完関係がみられる。本プロジェクトがMAGIP
の実施する普及員向け研修の講師役を務める一方、プロジェクトもMAGIPの資金を一部使

用してマニュアルやパンフレットの印刷を行うといったメリットを享受している。他方、

他プロジェクトとの非効率な重複活動はみられない。 
 

（4）インパクト 
正のインパクトが以下のように確認された。負のインパクトについては中間レビュー時点

では確認できなかった。 
 
 

                                                        
1 IFADが2011-2015で実施中の東部6県を対象としたプロジェクト。道路アクセスのないコミュニティに対しては自給的農業の

生産性向上、道路アクセスのあるコミュニティに対しては、農家への市場アクセスを強化しつつ、換金作物及び酪農製品の生

産強化をめざす。 
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1）上位目標達成の見込み 
対象地の県都を中心として、過去数年間で急速に野菜市場が創設されはじめ、市場に野

菜を持ち込む農家が増えている（特にモンガル県）。このような変化の現状にかんがみると、

野菜をはじめとした園芸作物は今後も農家に更に浸透していくことが予想できる。また同

時に、政府による園芸作物振興の方針もあるため、上位目標の達成は十分に可能性がある

と考えられる。 
 

2）波及効果 
研修受講農家のうち、種子・苗木の販売や野菜の販売によって収入向上を果たしている

農家が増加していると推察される（ただし、これまでプロジェクトとしては、農家家計の

フォロー調査などは実施していないため、具体的な収入変化は把握できていない）。 
また、プロジェクトが行ってきた体系的研修アプローチが、他ドナー支援プロジェクト

でも採用されていく可能性がみられる〔例えば、オーストラリア連邦（以下、「オーストラ

リア」と記す）が実施するシトラス・プロジェクトなど〕。さらに、本プロジェクトで支援

している作物が、政府の促進する一村三品運動の対象作物に選定される可能性も高い。 
 
（5）持続性 

1）政策面 
ブータンの長期的開発政策「ブータン2020」及び国家5カ年計画は、貧困削減を図りなが

ら持続可能な社会経済の実現をめざすとしている。具体的には、園芸作物をはじめとした

付加価値のある農業の育成をめざしており、本プロジェクトがめざす方向性と極めて整合

している。さらに、近年ブータン政府は外貨ルピーの流出を制限するために、インドから

の園芸作物の輸入を制限し、逆に国内の園芸作物需要を国内産品で賄う方針を示している。

このような外貨政策の観点からも、園芸作物推進が政策的に支援され続ける可能性は高い

と考えられる。 
 

2）組織面 
RNRRDCは今後も現在のプロジェクト活動を継続的に行い得る組織体制を有している。

ただし、自立発展性を更に担保するためには、離任者が生じた際に（もしくは生じること

が予見される際に）、新入・新規異動職員に対して効果的な技術移転を行える体制・仕組み

を考えていくことが必要である。他方、普及員については、基本的に各郡に1名の普及員が

配置されており、組織体制の観点からはほぼ十分な配置体制と考えられる。 
 
3）技術面 

これまでのRNRRDC職員のパフォーマンスから判断するにあたり、プロジェクト終了後

も同様の研修事業並びに普及事業を行うだけの技術力は十分に有しているものと判断でき

る。 
一方、普及員については、個々の技術能力を発揮する前段の課題として、管轄範囲の広

大さ、移動手段の有無、管轄地域の地理状況、対象人口、県からの支援の有無といった課

題に直面するケースが多い。技術力も個々人で差異がまだ大きくみられるため、普及員全
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体としての技術力向上は今後も見据えるべき重要な課題であるが、上記のような地理、イ

ンフラ面の課題もあわせて解決していくことが自立発展性を確保するための鍵となる。 
 
4）財政面 

政策面の持続性を考えれば、今後予算面で拡充されていく可能性もある。実際に第11次5
カ年開発計画の予算申請では園芸作物支援に係る予算を大幅増としている県が多くみられ

た。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 / 問題点及び問題を惹起した要因 

プロジェクトの効果発現への貢献要因としては、個別専門家派遣「農村農業総合開発」（2000.3
～2004.3）からの12年間の成果が結実しつつあるため、実施機関であるRNRRDC職員の人材育成

が進み、良好な信頼関係が築かれていること、また、ブータン第10次5カ年開発計画で示されてい

る、農村部における貧困削減、園芸農業の促進に合致しており、 近の国内のルピー不足により

インドからの輸入野菜の代替が大きく求められているため、農林省本省や県行政からのプロジェ

クトに対する期待・注目が非常に高いことが挙げられる。 
なお、成果達成に影響するほどの大きな課題にはなっていないが、人事ローテーションによる

異動や大学進学などにより複数のカウンターパートがプロジェクトから離脱しており、人員補充

がなされない時間が長期化すると、今後、阻害要因となる可能性もある。 
 
３－４ 結 論 

本プロジェクトの活動は、おおむね問題なく進捗している。 
プロジェクトでは、種苗提供と組み合わせて集中的な技術研修を行っているため、研修を受け

たすべての農家が果樹展示圃場をつくり、また、多くの農家で野菜販売による収入増加がみられ

ている。プロジェクトで推奨する農業手法・作物は、標高・地形に応じて大きく異なる気候に合

わせて特定されており、それに基づいて技術ガイドライン・マニュアルの開発が行われている。

また、園芸作物振興の基盤となる種苗提供に関しては徐々に生産体制を確立しつつあり、上述の

種苗提供と組み合わせた技術研修の実施に大きく貢献している。 
終了時までにプロジェクト目標は達成され得るものと見込まれるが、一層のプロジェクトの成

功と持続性を確保するために、以下のとおり関係機関への提言を行う。 
 
３－５ 提 言 

（1）プロジェクトに対して 
1）プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の改訂及び指標

の計測方法の整理 
プロジェクト活動の実態に合わせて、PDMを変更することが望ましい〔調査団からの提

案内容に沿って、第2回合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）にて変更が承

認された。詳細は第5章参照〕。また、改訂後PDMに基づき、指標の達成度の測り方を終了

時評価までに整理することが必要である。 
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2）マーケティング活動のための農民グループ及び農民間普及への支援 
農民グループの活性化は、園芸作物の商業化に不可欠であり、プロジェクトの後半期間

で支援を行うことが必要である。また、プロジェクトが直接支援できる農家の数は限られ

ているため、農民間普及が重要であり、プロジェクトから研修を受けた農家に対して、他

の農家への普及を義務づけることを提案する。さらに、上述の活動実施に向け、マーケテ

ィング・農民組織に関する業務を所掌するRAMCOとの協力関係を強化していくことが必

要である。 
 

3）研究・普及モデルの確立 
プロジェクトの提供する研修・普及モデルの成果を維持し、更なる展開を図るには、研

修を受けた農家をフォローアップしていく仕組みづくりが重要であり、それには、RNRRDC
と県及び郡の農業普及員との連携が重要である。これを踏まえ、プロジェクトから、県及

び郡の農業担当官の能力強化への更なる支援を提案する。 
また、プロジェクトの人的資源及び資金面での制約、他のドナー活動との重複、治安面

などを考慮し、プロジェクト活動の優先順位づけを行い、一部の活動については制限する

ことを提案する（例えば、他ドナー活動との重複がみられ、治安的にも課題のあるサンド

ゥルップ・ジョンカール県における活動など）。 
 
（2）ブータン政府側に対して 

1）東部農業開発への支援 
東部農業開発の責任主体は、一義的にはブータン政府にある。プロジェクトでは、ブー

タン政府の活動を支援していくが、人的資源及び資金面での制約があるため、東部地域の

開発に必要なすべての活動を実施することは難しい。ブータン政府には、活動実施に十分

な数の人員の配置など、プロジェクトへの更なる支援を提案する。 
 

2）プロジェクト終了後の展開計画 
終了時評価までに、プロジェクトの成果をどのように維持し、また拡大するかについて、

ブータン側で計画を作成し、日本側に提出してもらうことを提案する。なお、研修・普及

モデルの重要な点のひとつは、作物の多様化を通じて農家収入を安定させることにあり、

この点は、モデルを普及する際に言及されるべき点である。 
 
（3）日本側に対して 

1）短期専門家の派遣 
当初PDMでは、「食品加工」及び「マーケティング」の専門家の派遣が投入として記載

されていたが、簡易な食品加工（ジャムづくり等）を含めたマーケティング活動は、「業務

調整/農家組織」専門家が担うこととしたため、PDMの投入要素からの削除を提案する。代

わりに、農家への生産技術指導への支援を行う専門家の派遣が望まれる。また、過去に派

遣されてきた短期専門家は効果的であったことが確認されており、今後も継続して派遣さ

れることが望まれる。 
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３－６ 教 訓 

ブータン東部地域の農業開発をめざし、これまで、個別専門家派遣「農村農業総合開発」（2000.3
～2004.3）、技術協力プロジェクト「東部2県生産技術開発・普及支援計画プロジェクト」（2004.6
～2009.6）、そして本プロジェクトと12年間にわたり協力が行われてきた。RNRRDCのカウンター

パートが自信とオーナーシップをもって業務に取り組み、その成果が各農家レベルで出てきてい

る背景には、確かな技術力に支えらえた協力が、カウンターパートと厚い信頼関係を構築しつつ、

長年にわたり実施されてきたことがある。 
特に農業開発においては、成果が発現するまで時間のかかることも多い。今後の成果が見込め

るプロジェクトに関しては、本案件のように腰を据えて、協力を継続していくことが望まれる。
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第１章 評価調査の概要 
 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

ブータンでは、総人口の60％が農業に従事しており（｢Bhutan RNR Statistics 2012｣）、特に人口の

約70％が集中する地方部では、そのほとんどが農業で生計を立てている（世帯人口統計、2005年）。

農業はブータンの基幹産業であるが、急峻な地形により耕作地及び作目が限定されていることに

加え、市場及び道路などのインフラが未整備であるため、体系的な作物の換金化はほとんど行わ

れていない。農林省は、農家の収入向上の手段のひとつとして、園芸作物・換金作物による商業

的農業の振興を重要課題として位置づけているものの、同国の多様な地理的条件に適した園芸作

物栽培の技術開発及び普及が進んでおらず、園芸作物の商業化のために十分な支援システムが確

立されていない。市場及び道路等のインフラの未整備も相まって、園芸作物の振興による現金収

入の向上は始まったばかりである。 
JICA「東部2県生産技術開発・普及支援計画プロジェクト」（技術協力プロジェクト、2004年6月

～2009年6月）では、対象地となった東部2県で園芸作物を中心とした作物の普及及び生産高・品

質向上といった成果を収めた。対象地域では自給自足から作物を現金化するということへの意識

が芽生え始めたものの、生産量の大幅な増加に至っておらず、さらに農村へのアクセスの確保も

不十分であること等の理由により、園芸作物の商業化にまでは至らなかった。 
ブータンとしては、東部2県の成果を他県で実証し、農村道路整備に合わせて東部及び中部地域

に適した園芸作物の振興を図り、貧困農民削減につながる魅力ある農村づくりを実現したい意向

をもっており、わが国に対して後継案件となる本プロジェクトを要請した。 
これを受け、JICAは、2010年3月から5年間の予定で、「園芸作物研究開発・普及支援プロジェク

ト」を開始し、現在、2名の長期専門家（チーフアドバイザー/園芸、業務調整/農家組織）、及びプ

ロジェクト開始当初より毎年6カ月程度派遣されている短期専門家（研修/普及）の3名体制で業務

を実施している。今般、プロジェクト期間の中間地点を迎えたため、プロジェクトの進捗や実績

の評価を行い、プロジェクトの残り期間の課題を分析し、対策について提言を行うべく、中間レ

ビュー調査団を派遣することとなった。 
 
１－２ 調査団の構成と調査期間 

（1）団員構成 
調査の実施にあたっては、以下のメンバーから成る合同評価調査団を形成し、日本側・ブ

ータン側双方による合同評価を行った。 
 

＜日本側＞ 
担当分野 氏 名 所 属 

総 括 相川 次郎 JICA国際協力専門員 
評価分析 十津川 淳 佐野総合企画株式会社 
協力企画 菊地 明里紗 JICA農村開発部水田地帯第二課 
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＜ブータン側＞ 
 
 
 
 

 
（2）調査期間 

2012年10月4日（木）～10月25日（水）（22日間） 
 
１－３ 対象プロジェクトの概要 

（1）協力期間 
2010年3月～2015年3月（5年間） 

 
（2）協力相手先機関 

実施機関：農林省農業局ウェンカル再生可能天然資源研究開発センター（RNRRDC） 
協力機関： 

・ 農林省農業マーケティング・協同組合局（Department of Agricultural Marketing & 
Cooperatives） 

・ 対象6県の県農業局（Dzongkhag Agriculture Offices：DAO） 
・ 東部地域農業マーケティング・協同組合事務所（Regional Agricultural Marketing and 

Cooperatives Office：RAMCO） 
 
（3）プロジェクトサイト 

東部地域6県：モンガル県、ルンツェ県、タシ・ヤンツェ県、タシガン県、ペマガツェル県、

サムドゥルップ・ジョンカール県 
 
（4）上位目標 

対象地域において農家のより一般的な収入源として園芸作物が導入される。 
 
（5）プロジェクト目標 

プロジェクトで研修を受けた農家、及び普及活動による受益農家が、園芸農業の商業化に

向けた適正技術を実践する。 
 
（6）成 果 

成果1：対象地域において、生産と販売の可能性を踏まえた園芸農業の技術及び作物が特定

される。 
成果2：ウェンカル研究開発センターにおいて、園芸農業に関する技術研修の実施体制が強

化される。 
成果3：ウェンカル研究開発センターと種苗生産農家において、種苗の提供体制が確立され

る。 

氏 名 所 属 

Mr. Norbu Wangchuk 
Plan Monitoring and Coordination Division, 
Gross National Happiness Commission 

Mr. Sangay Dendup 
Horticulture Officer, Horticulture Division, 
Ministry of Agriculture and Forests 
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第２章 中間レビューの方法 
 
２－１ 評価の枠組み 

本中間レビュー調査は、『新JICA事業評価ガイドライン第1版』に基づき、合同評価調査団メン

バーによって実施された。中間レビューでは、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project 
Design Matrix：PDM）とプロジェクト活動計画書（Plan of Operation：PO）に基づきプロジェクト

の実績と実施プロセスを把握し、プロジェクトが順調に効果発現に向けて実施されているか否か

を確認し、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の視点による評価を行う。

中間レビューでは特にプロジェクトの妥当性、効率性に阻害・貢献要因とともに焦点を置き、有

効性については残り期間でプロジェクトの目標を達成できる見込みがあるかを検証することを目

的としている。 
本中間レビューでは、達成度、実施プロセス、評価5項目の項目ごとに、具体的な質問を設定し

た評価グリッドを作成しそれに基づいて評価を行った。評価グリッドは2010年12月の合同調整委

員会（Joint Coordination Committee：JCC）により承認された改訂版PDMを基に作成された。PDM
のロジカルフレームワークの内容及び評価5項目の視点については以下のとおりである。 
 
＜PDMのロジカルフレームワーク＞ 

上位目標 
プロジェクト目標が達成された結果として、発現が期待される開発効果で、

プロジェクトの方向性を示す。 
プロジェクト目標 プロジェクトの実施により、終了時までに達成が期待されている目標 

成 果 
プロジェクト目標を達成するために実現すべき複数の事項で、活動の実施

により達成される。 

活 動 
プロジェクトの成果を実現するために、人員、資金、機材などの投入を効

果的に用いて実施する具体的な行動 

外部条件 
プロジェクトの成功のために重要であるが、プロジェクトではコントロー

ルできず、かつ生ずるか否かが不確かな条件 

指 標 
アウトプット、プロジェクト目標、及び上位目標の達成度を具体的に示す

基準となる量的、質的な目標値 
入手手段 指標を検証するためのデータソース 

投 入 
プロジェクト実施のために必要で、援助側、非援助側が提供する人員、資

金、機材、施設など 
前提条件 プロジェクト開始前に満たされるべき事柄、条件 
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＜5項目評価の視点＞ 

妥当性 

プロジェクト実施の必要性、正当性に関する評価 
・ プロジェクト目標、上位目標が、ブータン政府の開発目標や受益者のニ

ーズに合致しているか、日本の政策やJICA事業計画との整合性はある

か。 
・ プロジェクトの計画、アプローチの選択は適切か。 

有効性 

プロジェクトの効果に関する評価 
・ プロジェクトの実施が、受益者や社会に便益をもたらしているか。 
・ アウトプット及びプロジェクト目標の評価時点での達成状況及び将来達

成する見込みはあるか。 

効率性 

プロジェクトの効率性に関する評価 
・ アウトプットの達成度と活動は適切に設定されているか。 
・ プロジェクトのアウトプットと投入の関係において、資源が有効に活用

されているか。 
・ 投入の時期、質、及び規模は適切か。 

インパクト 

プロジェクトの長期的、波及的効果に関する評価 
・ 上位目標の発現は見込めるか。 
・ 上位目標とプロジェクト目標は乖離していないか。 
・ プロジェクトが実施されることによる直接的、間接的な正負のインパク

トが生じているか。 

持続性 

プロジェクト終了後の便益・開発効果の持続性に関する効果 
・ 援助の終了後、プロジェクトで発現した効果が持続するか。 
・ 政策、財政、組織、制度、技術などの側面において、プロジェクトで実

施された活動が継続的に行われるための基盤、支援があるか。 
 
２－２ 主な調査項目とデータ収集方法 

本中間レビューでは、評価分析のために定性的・定量的データを以下の方法で収集した。 
 
（1）プロジェクト関連書類のレビュー 

「詳細計画調査報告書」「プロジェクト作成事前資料」「短期専門家業務完了報告書」「技術

協力プロジェクト事業進捗報告書」 
 
（2）主要関係者への質問票配布と受領 

プロジェクトマネジャー（RNRRDC所長）、日本人長期専門家 
 
（3）主要関係者へのインタビュー 

農林省次官、農業局局長代理、プロジェクトマネジャー、RNRRDCのカウンターパート、

対象県の県農業官・普及員、タシ・ヤンツェ政府種子農場長、日本人長期専門家、国民総

幸福委員会（Gross National Happiness Commission：GNHC）職員 
 
（4）RNRRDC施設/設備視察 
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（5）パイロットサイト視察 
モンガル県、ペマガツェル県、サンドゥルップ・ジョンカール県、タシガン県、タシ・ヤ

ンツェ県 
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第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 
３－１ 投入実績 

投入実績の詳細は以下のとおり。 
 

３－１－１ 日本側投入 
（1）専門家派遣実績 

本プロジェクトは2010年3月のプロジェクト開始から2名の日本人長期専門家（チーフア

ドバイザー/園芸、業務調整/農家組織）及び短期専門家によって実施されてきた。 
 

表３－１ 派遣専門家指導分野及び派遣期間実績一覧 

長期・短期 指導分野名 派遣人数実績 主たる業務内容 

チーフアドバイ

ザー/園芸 
1名 

・ プロジェクト全体の実施監理 
・ 対象地域における園芸作物に係る技術

指導全般 
長 期 

業務調整 /農家

組織 
2名 

・ プロジェクトの日常的運営・管理 
・ 普及活動及びマーケティング活動と連

携した農家組織への支援活動 

研修/普及 
1名 
（計15.67MM）

・ 対象地域における普及活動 
・ RNRRDC職員、普及員、農民に対する

研修等 短 期 

病虫害 
1名 
（計1.67MM）

・ 病害虫（ミバエ）対策に係る指導 

注：2012年10月現在。研修・普及分野については、同一の専門家が5回にわたって派遣されている。 

 
（2）機材供与実績 

本プロジェクトでは、園芸作物の開発・普及に必要な資機材、圃場資機材、実験室機器・

薬品、普及・研修資材、車輛をRNRRDC及び対象県に対して供与した。供与された機材の

リストは付属資料2.のとおりであり、これまでに約2,800万円の投入がなされた。 
 

（3）研修実績 
本プロジェクト期間中に、表3-2の2名に対して本邦研修が実施された。研修は日本におけ

る果樹園の管理方法や収穫、加工方法、並びに野菜の栽培方法、種子生産方法などの実見

を主たる内容とした研修であり、本プロジェクトの主たるカウンターパートである

RNRRDCの職員が参加した。 
また、同様に第三国研修としてネパールへの研修を計15名に対して実施し、同国での園

芸作物の開発、普及の現状や研究所の取り組みについて学ぶ機会を提供した。 
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表３－２ 本邦研修・第三国研修実績 

 研修時期 名前もしくは人数 所 属 
Kinley Tshering Senior Research Officer、RNRRDC 

本邦研修 
2011.10.1～ 
12.22 Thinlay Penjor Research Assistant、RNRRDC 
2011.2.1～ 
2.18 

7名 農業普及員及びRNRRDC職員 
第三国研修 
（ネパール） 2012.2.21 ～

2.25 
8名 農業普及員及びRNRRDC職員 

 
（4）現地業務費 

これまで研修実施や交通費等の用途において、現地業務費として1,415万円が投入された

（2012年8月末までの実績値による）。 
 

３－１－２ ブータン側投入 
（1）カウンターパート（C/P）配置 

2010年5月～2012年10月現在までに26名がプロジェクトC/Pとして配置された。RNRRDC
のC/Pは、農林省2名（プロジェクト・ダイレクターである局長）、所長以下合計17名、加え

て、各地域の再生可能天然資源研究開発センター（RNRRDC）職員が計7名である。 
 

（2）ローカルコスト、施設・整備 
主たるブータン側の負担としては、プロジェクト事務所及び研究圃場の提供（RNRRDC

内）、カウンターパートの日当・交通費、種子、肥料及び研修費の一部負担などが挙げられ

る（約2,400万Nu＝約3,600万円の実績、ただし、実績額には職員の給料も含む）。 
 
３－２ 成果の達成状況及び活動実績 

これまでプロジェクトは3つの成果に即した活動を展開してきた。各成果に係るこれまでの達成

状況及び活動実績は以下のとおりである。 
 

３－２－１ 成果1の達成状況及び活動実績 
成果1：生産と販売の可能性を踏まえた園芸技術が対象地域に特定され、園芸農業開発のため

の手法が明らかにされる。 
指標1-1：園芸農業開発ガイドライン/マニュアルが作成される。 

 
（1）達成状況：成果1は達成に向けて順調に進捗している。 

成果1が示す、適地園芸作物及び農法については、これまでのプロジェクトにおける技術

支援活動や調査活動を通して、対象地の標高やその他の自然条件（英文ではagro-ecological 
zoneと記載）に応じて既に特定されている。また、特定された農作物の栽培技術研修により、

生産農家の育成、果樹展示圃場及び柑橘生産団地の形成が進んでいる。 
指標1-1については、数冊のマニュアルが作成、印刷済みである。 
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表３－３ 園芸開発ガイドライン/マニュアルの作成状況 

 マニュアル名 作成状況 

1 Low cost polyhouse construction manual 印刷済み 

2 Rootstock seed extraction procedure for citrus and stone fruits 印刷済み 

3 Walnut grafting through side veneer grafting method 印刷済み 

4 Cultivation practices for Pear variety: Wengkhar Lhee 1 印刷済み 

5 Manual on vegetable seed production techniques 印刷待ち 

6 Manual on fruit nursery production and management 印刷待ち 

 
（2）活動実績 

成果1に関する活動実績は表3-4のとおり。 
 

表３－４ 成果1の活動実績 

活動項目 実 績 
1-1 
農林省政策のOne Gewong 
Three Products（OGTP）計

画の観点及びAREPの結果

を踏まえ標高（海抜600m
～2,000m）の諸条件に応じ

適正園芸作物・技術を特定

し確立する。 

1）東部地域におけるアグロエコロジカル・ゾーンが特定され

た。 
2）対象郡における適正な作物と地域が特定された。 
 

1-2 
適正園芸作物の導入を地

帯別に沿って、栽培法を開

発実証し、地域の主要生産

物を図る。 

1）作物の適切性、適応性、収量、質のパラメーター等がさま

ざまな作物で検証された。 
2）52カ所の果樹展示圃場、11カ所の柑橘生産団地（Citrus 

Village）がつくられた。柑橘生産団地では100カ所の果樹

園が設けられた。また、15名の野菜種子生産農家も育成さ

れた。 
3）これら活動に対するモニタリングも継続的に実施した。 
4）作物生産法について、MAGIP2とのコストシェアをもって

普及マニュアルが印刷された。印刷されたマニュアルは以

下のとおり：①Extension manual on fruit nursery production 
and management、② Extension manual on vegetable seed 
production techniques 及 び ③ Training manual on orchard 
management 

                                                        
2 MAGIP：Market Accessibility of Growth Intensification Projectの略。IFADによるローンプロジェクトであり、2011～2014年のプ

ロジェクト期間で東部6県を対象としている。主たる内容は、農業生産の増大、市場開発及びインフラ整備となっており、普

及員のための研修などもコンポーネントとして取り入れられている。 
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1-3 
農作物をベースとする調

査を行い、マーケティング

の試行サイトを確立する。 

商業的な野菜生産を行う、38のクラスター（グループの集合

体）が東部地域農業マーケティング・協同組合事務所

（RAMCO）との協同作業を通して特定され、内外の市場関係

者とのリンケージ強化が図られた。 
 

1-4 
対象地域の農家グルー

プ・農家組合を組織し、自

主的な市場活動を試みる。 
 

1）RAMCOとRNRRDCの支援を受けて、農民がティンプーへ

柿の販売を試みた。期待されたような販売実績には至らな

かったが、今後の更なる取り組みの必要性が認識されるよ

うになった。 
2）ドレポンの野菜生産グループが高校を出荷先とできるよう

に調整が図られた。 
1-5 
園芸生産物の市場価格・購

買者のニーズ情報を収集

し、また広報する。 

本活動は基本的にRAMCOの活動として実施されてきた。 

 
３－２－２ 成果2の達成状況及び活動実績 

成果2：ウェンカル研究開発センターにおいて実施する、園芸研修手法の質が向上する。 
指標：2-1 研修を受けた農民の90％が主な研修内容を実践する（年間100名程度の研修者）。 

2-2 研修を受けた普及員の90％が主な研修内容を実践する（年間15～20名程度の研修

者）。 
2-3 参加者による研修評価結果が100％に向上する。 

 
（1）達成状況：成果2は達成に向けて順調に進捗している。 

本プロジェクトが取り組んでいる普及員及び農民に対する研修は、実地研修を重視し、

かつ資機材投入もあわせて行う方法を採用しているため、研修効果の高さ及び研修内容の

定着度の観点において、参加者から高い評判を得るに至っている。また、研修内容も体系

的に整理されており、成果2が示す研修体制は着実に強化され始めていると判断できる。 
指標2-1については、研修参加者のすべてがこれまでに果樹展示圃場を既に造成した（研

修内容の実践率100％と解釈）。なお、種子・苗木生産に係る研修の実践率については成果3
として整理する。 

また、指標2-2については、多くの普及員が研修で習得した技術をそれぞれの活動現場に

おいて指導しているものと推察できるが、現時点まで、この観点における体系的な情報収

集は行われていないため、割合による達成状況の把握はできていない。 
指標2-3については、研修時のアンケート調査において参加者から研修への高い満足度が

示された。プロジェクトでは今後アンケート結果を整理し、パーセンテージを算出する予

定である。 
 

（2）活動実績 
成果2に関する活動実績は以下のとおり。 
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表３－５ 成果2の活動実績 

活動項目 実 績 
2-1 
これまでウェンカル研究

開発センターで実施され

た園芸農業研修をレビュ

ーする。 

農民研修及び普及員に対する研修を実施した際に、研修に関

するニーズアセスメントが実施された。 

2-2 
普及員と農民を対象とし

た園芸農業研修の計画と

教材を準備する。 

1）研修カリキュラム開発に係るワークショップを実施した。

2）研修カリキュラム及び研修計画を策定した。 
3）研修マニュアルを作成した（英文・ゾンカ語）。 

2-3 
ウェンカル研究開発セン

ターにおいて研修を実施

する。 

1）農民の選定クライテリアを設定し、クライテリアに基づき、

農民選定を実施した。 
2）果樹展示圃場に関する体系的研修（ systematic training 

approach）を実施した（年間4回の実施）。 
3）柑橘生産団地の参加農民を対象として、柑橘果樹園の管理

方法について実地研修を実施した。 
4）野菜生産及び種子生産研修を実施した。 
5）普及員及び研究員に対する技術研修を実施した。 
6）普及員及び女性農家に対して農産加工研修を実施した。 
7）研修終了後のフォローアップ研修を実施した（この際には

資機材も投入）。 
2-4 
研修を受けたモデル農家

からそれ以外の農家への

普及活動を必要に応じ支

援する。 

農民による農民間普及に関しては、一部の農民において実施

されている様子であるが、具体的な実施経験者数のデータは

現在のところ記録されていない。 

 
３－２－３ 成果3の達成状況及び活動実績 

成果3：種苗を提供する体制がウエンカル研究開発センターと種苗農家において確立する。 
指標： 

3-1 種子及び苗木を生産、供給するメカニズムがRNRRDC及び種苗農家において開発、

実施される（年間4,500本の苗木生産）。 
3-2 研修及び資機材の供与を受けた農家の100％が研修で習得した技術を実践する。 

    
（1）達成状況：成果3は達成に向けて順調に進捗している。 

種子及び苗木の供給体制は、本プロジェクトが技術支援してきた種苗農家での生産が軌

道に乗り始めていること、及びタシ・ヤンツェの国家種子農場による生産が再開されてい

く可能性があることなどから、供給体制は整備され始めていると判断できる。 
指標3-1が規定する種子及び苗木の生産状況は表3-6のとおりであり、既に指標の求めるレ

ベルに達している。これらの種子及び苗木は果樹展示圃場や柑橘生産団地に関する研修実

施の際に配布したり、農民からの依頼に即して供与したりするなどしている。 



 

－11－ 

表３－６ 種子及び苗木生産量：2010～2012年 

 2010-2011 2011-2012 

柑橘苗木：本数 4,652 7,635 

落葉果樹苗木：本数  646 2,530 

野菜種子：kg  63.4 125.3 

 
指標3-2については、約7割の研修参加者が種子・苗木生産に成功している（これまでの研

修受講者22名のうち15名が成功）。このやや低い成功率の背景としては、種子生産は配布先

農家等にも重大な影響を及ぼすため、「到達すべき技術レベルを高めに設定する」というプ

ロジェクトの意向が反映されているためである3。 
 

（2）活動実績 
成果3に関する活動実績は以下のとおり。 

 
表３－７ 成果3の活動実績 

活動項目 実 績 
3-1 
研修参加者に提供する種

苗の生産システムをウェ

ンカル研究開発センター

において構築する。 
 

1）平均で毎年約5,000本の苗木を生産している。 
2）苗木の供給体制は機能し始めており、果樹展示圃場、柑

橘生産団地及び農民からの依頼に応じて直接供給する体

制となっている。 
3）野菜の奨励・適地品種の原種子を毎年生産している。 
4）日本、ネパール及びローカルの柿台木樹を育成している。

3-2 
商業化に向けて、農民の

圃場における種苗生産を

強化する。 

1）接ぎ木に要する資機材や台木、ビニールハウス資材など

を農民の有する個人苗畑に投入した。 
2）ルンツェに新たな個人苗畑がつくられた。 
3）15名の種子生産農家が育成され、登録された。 

 
３－３ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標「プロジェクトで研修を受けた農家と普及活動を通した受益農民が、園芸農

業の商業化に向けた適正技術を実践する」 
指標： 

1. 園芸農業が対象地域の耕作地の45％において実施される。 
2. 研修を受けた農民の75％がデモ・ファームを整備し、農民間普及を実施する。 
3. 選抜を経て研修を受けた農家及び受益農民のうちの50％が、商業的農業を開始する。 

 
（1）達成状況：プロジェクト目標は達成に向けて順調に進捗している。 

これまでRNRRDCにおいて研修を受けてきた農家は、それぞれの土地で果樹展示圃場（52
カ所）や柑橘生産団地（11カ所）を設置しており、研修で習得した適正技術を実践している。 

                                                        
3 種子・苗木生産の研修実践率について、現地における合同評価調査では成果2の指標2-1に該当する内容として評価したが、実

際には成果3の指標3-2がより適切と考えられるため、本和文報告書では成果3の項において記載した。 
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現時点の指標に係る達成状況は以下のとおりである。 
指標2はすべての農民が習得した技術を展開しており、達成状況は100％といえる。他方、

農民間普及については、実践された例も報告されているものの、現時点までは活発に展開さ

れてきたとは言い難く、この点は今後プロジェクトが強化して取り組むべき重要課題のひと

つである。また、同時に農民間普及の実績データの管理も必要である。 
指標3については、本プロジェクトによる研修農家のうち、多くが野菜販売の経験を有して

いると推測できる。他方で、果樹についてはまだ収穫がないため、その実績はみられない。

なお、指標の示す「商業ベースの園芸作物生産」とは「一度でも販売を行えば商業ベースの

生産を開始した」ものと解釈することとした（本中間レビューにおいても、本件に係る解釈

はPDMに注記することとした）。この点においても、プロジェクトは農民の生産、販売状況に

ついてデータを記録、管理することが求められる。 
他方、指標1については、これまでのところ計測がなされておらず中間レビュー時点におい

ては判断ができなかった。 
このように、本プロジェクトは目標の示す本質的な内容については順調に進捗しているこ

とが確認できるものの、指標取得の観点では今後データ整理などが求められる状況にある。

特に、上述の指摘に加え、後述する指標1の新指標においては信頼性のあるデータを確保しな

ければならないこと、及び設定数値そのものがやや高めに設定されていることなどには今後

留意が必要である（指標1も本中間レビューで見直しが行われた）。 
 
３－４ 実施プロセス 

３－４－１ コミュニケーション 
本プロジェクトでは日本人専門家とRNRRDCのカウンターパートとの間で円滑なコミュニケ

ーションが取られてきた。本プロジェクトでは、定期的に実施されるウィークリー・ミーティ

ングやマンスリー・ミーティングこそ設置されていないものの、同じセンター建物内において

必要なタイミングで情報共有がなされており、コミュニケーション不足といった問題はみられ

ない。 
また、RNRRDC以外の関係機関とは、ワーキング・グループ・ミーティング（WGM）を設け、

それぞれの県でDAOや普及員、RNRRDC、日本人専門家を交えて、情報共有を図る仕組みが構

築されている。さらに、年に一度、対象全県の関係者が集う、プロジェクト・コーディネーシ

ョン・コミッティー・ミーティング（PCCM）が設けられており、全県での取り組みについてプ

ロジェクトの主たる関係者全員で共有する体制が構築されている。 
本プロジェクトの対象地域は広大であり、かつ関係者も多岐にわたるが、これらのコミュニ

ケーション体制を通して、関係者間の情報共有状況はおおむね良好といえる。 
 

３－４－２ モニタリング体制 
プロジェクトはRNRRDCのカウンターパートをフォーカルパーソンとして各県ごとに任命す

ることによって、モニタリングの責任所在を明らかとした。この体制によって、モニタリング

の頻度や情報の質に向上がみえ始めている。 
ただし、モニタリングの実施状況については更なる改善も求められる。これまでフォーカル

パーソンが活発にモニタリング報告を実施してきた一方、普及員による報告は十分とはいえな
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い。またさらに、これまでフォーカルパーソンの役割を果たしていた職員のうち、3名がRNRRDC
から異動しており、その人員補充も必要である。 
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第４章 評価5項目による評価結果 
 
４－１ 妥当性 

（1）ブータン政府の政策との整合性 
ブータンの基本政策を示す第10次5カ年計画（2008-2013）において、2012年までに国内の貧

困層を15％に削減することが謳われている（2007年数値は23％）。そのための5つの重点分野

の1つとして、「農村・都市総合開発による貧困削減」が定められており、園芸作物の開発や

換金作物の振興によって貧困削減を図ること、並びに農業を若者にとって魅力的な職業とし

て発展させていくことが重要と記載されている。 
以上の点から、園芸作物の開発・普及をめざす本プロジェクトはブータン政府の政策に整

合していると判断できる。 
 
（2）国別援助計画との整合性 

日本の対ブータン支援は、農業・農村開発セクターへの支援を重要分野のひとつに位置づ

けている。セクターの開発課題としては、農業の近代化と農業のインフラ整備の両面から構

成されているが、本プロジェクトは前者の農業近代化を支援するための主たる取り組みのひ

とつとされており、日本の対ブータン支援政策において整合していることが確認できる。 
 
（3）ニーズとの整合性 

1）農林省 
農林省はこれまでにも園芸作物の振興をめざして、多数の種子や苗木を供給する試みを

行ってきたが、その多くは期待どおりの成果を上げられず、苗木が枯死する例が大半とい

う状況にあった。そのため、農林省は園芸作物を振興し得る、効果的なアプローチを求め

ており、本プロジェクトはこの農林省のニーズに合致する内容となっている。 
 

2）RNRRDC 
RNRRDCは本プロジェクトが開始する直前に、「普及活動」を組織の新たな業務内容とし

て付加することとした4。そのため、RNRRDCとしては、効果的な普及活動の方法並びに普

及員や農民に対する各種の研修方法について、体系的かつ効果的な研修方法を求めている

状況にあった。本プロジェクトは、このようなRNRRDCのニーズに応える内容である。 
 

3）普及員 
普及員は概して自らの技術や知識の向上を促すような研修の受講機会が限られていた。

また、仮に研修機会があったとしても、それら研修は期間も短く、かつ座学研修が多いた

め、その研修効果も期待に満たない状況にあった。 
一方で、野菜をはじめとして園芸作物に興味をもつ農民からの支援ニーズは増加してお

り、普及員も自らの技術並びに知識の向上が重要な課題と認識していた。そのような状況

                                                        
4 この業務所掌の追加を受けて、Renewable Natural Resources Research Center（RNRRC）からRenewable Natural Resources Research 

and Development Center（RNRRDC）へと組織名も変更された。 
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において、本プロジェクトは普及員への体系的な研修を実施する内容となっており、普及

員の能力開発に係るニーズに整合していると判断できる。 
 

4）農 民 
対象地の農民の多くはメイズやチリ、ジャガイモなどを主たる農作物としており、換金

作物の種類は極めて限定的であった。そのため、換金作物として期待できる野菜や果樹へ

の関心は高く、栽培技術の習得や優良な種子、苗木の入手に対するニーズは高かった。本

プロジェクトはこのような農民のニーズに応えるものである。 
 
（4）カウンターパート選定の適切性：RNRRDC 

RNRRDCは本プロジェクトを実施するにあたり適切なカウンターパートと考えられる。 
普及員や農民に向けて、実地研修を行うにあたっては、一定規模かつ充実した研修圃場や

施設が必要となるが、このような充実したインフラを有する場は東部地域においては

RNRRDCを除いてほかにはない。実際に、他ドナープロジェクトが普及員研修を実施する際

に、RNRRDCに研修実施を依頼する事実からも、RNRRDCが最も有効な研修機関として認識

されていることが分かる。 
 
（5）対象地の適切性 

本プロジェクト対象地の5県はブータンの定める国家貧困ラインを下回っており、貧困度に

おける全国ワースト10県に該当している。そのため、貧困削減を大目標に掲げるブータン政

策の観点からは、本対象地の選定は適切と考えられる。 
他方、プロジェクトが管轄する範囲としては非常に広範であることも指摘されるが、この

点については、対象県のうち活動量の濃淡を各県でつけることによって対処しており、広範

な管轄範囲ではあるものの対応は可能と考えられる（本中間レビューで活動の濃淡を更に明

確化することとした）。 
 
４－２ 有効性 

４－２－１ プロジェクト目標及び成果の達成進捗 
本プロジェクトは目標及び各成果ともにこれまで順調に進捗しており、プロジェクト終了時

までに達成する見込みは十分にあると考えられる（詳細は第3章「プロジェクトの実績と実施プ

ロセス」参照）。 
 

４－２－２ プロジェクト目標・成果達成に係る貢献要因 
農林省並びに各県の県農業官（DAO）が本プロジェクトの重要性を高く認識しており、プロ

ジェクトの円滑な運営を支援している。 
また、RNRRDC内において日本人専門家及びカウンターパートのコミュニケーションがよく

取られており、良好な人間関係及び職場環境が形成されていることも効果的、効率的な業務を

促進する要因となっている。この背景のひとつとして、本プロジェクトの従前プロジェクトか

ら関与しているカウンターパートが多数いること、並びに日本側にも従前から継続的に業務に

従事する日本人専門家が配置されていることが一因として挙げられる。 
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４－２－３ プロジェクト目標・成果達成に係る阻害要因 
本中間レビュー調査の2～3カ月前に、数名のカウンターパートが人事ローテーションによる

異動や大学進学といった理由でRNRRDCを離れた。これまでのところ、成果達成に影響するほ

どの大きな阻害要因とまではなっていないが、実際に対象県のモニタリング責任者である「フ

ォーカルパーソン」業務などにおいて、若干のしわ寄せが生じ始めている。今後も人員補充が

なされない時間が長期化すると、阻害要因となる可能性もある5。 
 
４－３ 効率性 

４－３－１ 人的投入 
（1）日本側投入 

本プロジェクトは長期専門家2名及び短期専門家の投入をもって、これまで順調に目標及

び成果の達成に向けて進捗してきた。計画時には長期専門家3名によって実施される業務量

と想定されていたことにかんがみれば、本プロジェクトの人的投入量は絞られたといえる。

「少ない人的投入で高い成果を挙げることが効率性の意味」という解釈からは、本プロジ

ェクトの人的投入は効率性が高いといえる。 
 
（2）ブータン側投入 

ブータン側はRNRRDCからカウンターパート配置を行っているが、その各人の専門性や

モチベーションはおおむね高く、適正な人員が配置されてきたと判断できる。 
ただし、阻害要因の項で指摘したとおり、最近の人事異動や大学進学で空白となった人

員については早期の補充が求められる。 
 

４－３－２ 物的投入 
本プロジェクトではRNRRDC及び各対象県に対して各種の資機材が調達されている。これら

資機材は研修実施及び園芸作物・種子・苗木育成に必要なものであり、その調達は本プロジェ

クトの実施において妥当と判断できる。 
 

４－３－３ 予 算 
本プロジェクトにおいては、会計年度の開始当初2～3カ月間にブータン側予算支出の遅延が

みられるものの、プロジェクト活動に大きな影響を及ぼす状況にまでは至っていない。予算額

についても、ブータン側職員の活動を支えるだけの予算がおおむね確保されている。 
 

４－３－４ 本邦研修・第三国研修 
RNRRDC職員の2名が本邦研修に参加し、日本での果樹園の管理方法や収穫、加工方法、並び

に野菜の栽培方法、種子生産方法などに関して技術習得の機会を得た。その効果は帰国後、参

加者の技術力向上といった形で現れている。 
他方、第三国研修としてネパールへの研修を計15名に対して実施し、ネパールでの園芸作物

                                                        
5 カウンターパート人員減少を受けて、新入職員2名の補充などは既に手当てされた。しかしながら、即戦力となる職員という

観点においては人員がなお足りないという状況にある。 
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の開発、普及の現状や研究所の取り組みについて学ぶ機会を提供した。対象者の大半は普及員

であったが、普及員に係る効果の発現状況は各様となっており、研修効果を最大化させるため

の工夫は今後プロジェクトに求められるものである。 
 

４－３－５ その他（補完関係・重複活動の有無） 
MAGIPと本プロジェクトでは双方間で補完関係がみられる。本プロジェクトがMAGIPの実施

する普及員向け研修の講師役を務める一方、プロジェクトもMAGIPの資金を一部使用してマニ

ュアルやパンフレットの印刷を行うといったメリットを享受している。 
他方、本プロジェクトに関して、他プロジェクトとの非効率な重複活動はみられない。 

 
４－４ インパクト 

４－４－１ 上位目標達成の可能性 
上位目標「対象地域における収入源として園芸農業の普及が進む」 
指標： 

1．プロジェクトで研修を受けた農民と普及活動を通した受益農民が2020年までに収入を

80％増やす（ベースラインとして8,400Nuを設定）。 
2．500名の農民がRNRRDCによる研修を受講し、かつ研修を受けた農民がその他農民へ技

術を普及する。 
    

対象地の県都を中心として、過去数年間で急速に野菜市場が創設され始め、市場に野菜を

持ち込む農家が増えている（特にモンガル県）。このような変化の現状にかんがみると、野菜

をはじめとした園芸作物は今後も農家に更に浸透していくことが予想できる。 
また同時に、政府による園芸作物振興の方針もあるため、上位目標の達成は十分に可能性

があると考えられる。 
 

４－４－２ 波及効果 
（1）プラス・インパクト 

・ プロジェクトで研修を受けた農家のうち、種子・苗木の販売や野菜の販売によって収

入向上を果たしている農家が増加していると推察される（ただし、これまでプロジェ

クトとしては農家家計のフォロー調査などは実施していないため、具体的な収入変化

は把握できていない）。 
・ 本プロジェクトが行ってきた体系的研修アプローチが、他ドナー支援プロジェクトで

も採用されていく可能性がみられる（例えば、オーストラリアが実施するシトラス・

プロジェクト6など）。 
・ 本プロジェクトで支援している作物が、政府の促進する一村三品（One Geog Three 

Products：OGTP。Geogは郡の意味）運動の対象作物に選定される可能性が高い。 

                                                        
6 オーストラリアのAustralian Center of International Agricultural Researchによる技術協力プロジェクト。2012年4月から2017年3月
のプロジェクト期間、予算は約116万豪ドル。柑橘果樹の生産性向上と病害虫に係る支援を行っている。 
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（2）マイナス・インパクト 
・ これまでマイナス・インパクトはみられない。 

 
４－５ 自立発展性 

４－５－１ 政策面 
ブータンの長期的開発政策の方向性を示す「ブータン2020」及び国家5カ年計画は、貧困削減

を図りながら持続可能な社会経済の実現をめざすとしている。また具体的には、園芸作物をは

じめとした付加価値のある農業の育成をめざしており、本プロジェクトがめざす方向と極めて

整合している。 
さらに、近年ブータン政府は外貨ルピーの流出を制限するために、インドからの園芸作物の

輸入を制限し、逆に国内の園芸作物需要を国内産品で賄う方針を示している。このような外貨

政策の観点からも、園芸作物推進が政策的に支援され続ける可能性は高いと考えられる。 
 

４－５－２ 組織面 
（1）RNRRDC 

RNRRDCは今後も現在のプロジェクト活動を継続的に行い得る組織体制を有している。

ただし、自立発展性を更に担保するためには、人事異動及び大学進学等による離任者が生

じた際に（もしくは生じることが予見される際に）、新入・新規異動職員に対して効果的な

技術移転を行える体制・仕組みを考えていくことが必要である。 
 

（2）普及員 
他方、普及員については、基本的に各郡に1名の普及員が配置されており、組織体制の観

点からはほぼ十分な配置体制と考えられる。 
 

４－５－３ 技術面 
これまでのRNRRDC職員のパフォーマンスから判断するにあたり、プロジェクト終了後も同

様の研修事業並びに普及事業を行うだけの技術力は十分に有しているものと判断できる。 
一方、普及員については、普及に関する個々の技術能力を発揮する前段の課題として、普及

員の抱える管轄範囲の広大さ、移動手段の有無、管轄地域の地理状況（地形、道路アクセスの

有無）、対象人口、県からの支援の有無といった課題に直面するケースが多い7。もちろん普及員

の技術力も個々人で差異がまだ大きくみられるため、普及員全体としての技術力向上は今後も

見据えるべき重要な課題であるが、上記のような地理、インフラ面の課題もあわせて解決して

いくことが自立発展性を確保するための鍵となる。 
 

４－５－４ 財政面 
今後は国内の園芸作物の振興が政策的支援をもって図られていく可能性が高く、予算面での

拡充も期待できる。 

                                                        
7 郡によっては、いまだに道路アクセスがなく、普及員のアクセスを困難にしている。一例としてペマガッツェル県では全11
郡のうち、7郡で通常の車両通行を可能とするような道路アクセスがいまだにない。 
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実際に次期国家5カ年計画の予算計画は各県ベースでの申請作業が既に終了しているが、本中

間レビュー調査団が確認したところ、次期5カ年計画では園芸作物支援に係る予算を大幅増とし

ている県が多くみられた8。 
 

                                                        
8 モンガル、タシガン、タシ・ヤンツェ、ペマガツェル県では予算増の申請がなされたとのことであった。また、詳細の数値は

入手できなかったものの、ペマガツェル県のDAOによれば、次期5カ年計画（2013年-）における園芸作物のための振興予算は

現5カ年計画に比して、約1.5倍を申請しているとのことであった。ただし、予算申請額と実績値には大きな差異が生じること

がブータンでは常であることにも留意は必要である。 
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第５章 プロジェクト枠組みの改訂 
 

中間レビューの結果、これまでの実績、現在のプロジェクト活動内容、中間レビュー後の方向

性を踏まえ、PDM全体のロジック及び指標を含め、より明確で適切な形に現行PDMを見直す必要

性が確認された。ブータン側関係者との協議を経て、PDM及びPOの改訂案は、第2回合同運営委員

会（JCC）で承認され、ミニッツにて確定された。以下に主な改訂のポイントとその理由を示す。

JCCにて合意されたPDM及びPOは付属資料1.のとおり。 
 

表５－１ プロジェクト枠組みの主要改訂事項 

項目 PDM（ver.2010.12） PDM（ver.2012.10） 変更事由 

プロジェク

ト目標指標 

1. Horticulture is practiced 
in 45％ of arable land in the 
target area. 

1. Horticulture is practiced 
in about 5000 ac of arable 
dryland in the target area. 

＜指標の改訂＞ 
当初、実態に合わない指標

が設定されていたため、研

修受講者数、農家の平均保

有面積及び園芸作物栽培

面積を基に再計算し、新た

に指標を設定した。 

成果3 

The structure for providing 
seeds and seedlings is 
established in RNR-RDC, 
Wengkhar, nursery farmers 
and seed growers 

The structure for providing 
seeds and seedlings is 
established in RNR-RDC, 
Wengkhar, nursery farmers, 
and Yangtse farm 

＜種苗生産体制の確立に

係る活動の追加＞ 
RNRRDCでは、既に種苗生

産・提供体制が確立しつつ

あるが、種苗生産の本来の

実施機関は国立種子セン

タ ー （ National Seed 
Center：NSC）である。そ

のため、今後の活動の持続

性を考え、タシ・ヤンツェ

県にあるNSCを立て直し、

種苗生産活動を開始させ

ることを活動に追加した。

成果3 
指標 

3-1 Seed and seedling 
production and distribution 
mechanism in RNR RDC 
Wengkhar and nursery 
farmers developed and 
followed（target production 
of about 4,500 fruit 
seedlings per year） 

3-1 Seed and seedling 
production and distribution 
mechanism in RNR RDC 
Wengkhar and nursery 
farmers developed and 
followed（target production 
of about 4,500 fruit 
seedlings and 200 kg 
vegetable seeds per year） 

＜種子生産目標の追加＞ 
プロジェクトでは果樹苗

だけでなく、種子生産体制

の構築支援も実施してい

るため、種子の生産目標を

指標に追加した。 
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成果3 
指標 

- 3-3 Seed farm in NSC 
Yangtse revived and begins 
seeds & seedling production.
Reviveing of seed farm at 
National Seed Centre, 
Yangtse. 

＜種苗生産体制の確立に

係る活動の追加＞ 
同上 

成果4 

- Mobilizing group for 
marketing is former and 
made to function in 
collaboration with RAMCO, 
Mongar 

＜マーケティング /農家組

織に係る成果の追加＞ 
商業的農業の実現には、農

民グループによるマーケ

ティング活動の実施が効

果的である。プロジェクト

対象地域では、既に多くの

農民グループが既に形成

されており、プロジェクト

の残りの期間でこれらの

グループを活性化し、園芸

作物販売を開始させるこ

とをプロジェクト成果に

追記した。なお、本活動は、

主に「業務調整/農家組織」

専門家が担うこととする。

成果4 
指標 

- 4-1 50％ of groups in which 
trained farmers* belong to 
start horticulture marketing 
activities 

同上 

成果4 
活動 

1-3 Identify trial marketing 
sites and crops based on the 
surveys. 

4.1 Identify trial marketing 
sites and crops based on 
surveys 

同上 
成果4を成果したため、マ

ーケティング関連の活動

はすべて成果4の下にまと

めた。 

成果4 
活動 

1-4 Form farmers' groups/ 
cooperatives in the sites and 
initiate trial marketing 
through the organization. 

4.2 Mobilize farmer's 
groups/cooperatives in the 
sites and initiate trial 
marketing through 
organization. 

同上 

成果4 
活動 

1-5 Collect and disseminate 
information on market price 
and demand of horticultural 
products. 

削除 園芸作物の市場価格及び

需要に関する情報収集、普

及は、RNRRDCではなく、

協力機関であるRAMCOの

本来業務であり、これまで

また今後もプロジェクト

としての投入を行わない

ことが確認されたため、活

動から削除した。  
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第６章 結 論 
 
６－１ 結 論 

本プロジェクトの活動は、おおむね問題なく進捗している。 
プロジェクトでは、種苗提供と組み合わせて集中的な技術研修を行っているため、研修を受け

たすべての農家が果樹展示圃場をつくり、また、多くの農家で野菜販売による収入増加がみられ

ている。プロジェクトで推奨する農業手法・作物は、標高・地形に応じて大きく異なる気候に合

わせて特定されており、それに基づいて技術ガイドライン・マニュアルの開発が行われている。

また、園芸作物振興の基盤となる種苗提供に関しては徐々に生産体制を確立しつつあり、上述の

種苗提供と組み合わせた技術研修の実施に大きく貢献している。 
プロジェクト進捗への貢献要因としては、個別専門家派遣「農村農業総合開発」（2000.3～2004.3）

からの12年間の成果が結実しつつあるため、実施機関であるRNRRDC職員の人材育成が進み、良

好な信頼関係が築かれていること、また、ブータン第10次5カ年開発計画で示されている、農村部

における貧困削減、園芸農業の促進に合致しており、 近の国内のルピー不足によりインドから

の輸入野菜の代替が大きく求められているため、農林省本省や県行政からのプロジェクトに対す

る期待・注目が非常に高いことが挙げられる。 
 
６－２ 提 言 

（1）プロジェクトに対して 
1）PDMの改訂及び指標の計測方法の整理 

プロジェクト活動の実態に合わせて、PDMを変更することが望ましい（調査団からの提

案内容に沿って、第2回JCCにて承認された）。また、改訂後PDMに基づき、指標の達成度の

測り方を終了時評価までに整理することが必要である。 
 

2）マーケティング活動のための農民グループ及び農民間普及への支援 
農民グループの活性化は、園芸作物の商業化に不可欠であり、プロジェクトの後半期間

で支援を行うことが必要である。また、プロジェクトが直接支援できる農家の数は限られ

ているため、農民間普及が重要であり、プロジェクトから研修を受けた農家に対して、他

の農家への普及を義務づけることを提案する。さらに、上述の活動実施に向け、マーケテ

ィング・農民組織に関する業務を所掌するRAMCOとの協力関係を強化していくことが必要

である。 
 

3）研究・普及モデルの確立 
プロジェクトを通じて、農家は作物の多様化、ひいては収入源の多様化を行うことがで

きる。プロジェクトの提供する研修・普及モデルの特徴は、研修を受けた農家に対して、

圃場研修とフォローアップとあわせて種苗提供が行われている点であり、この手法は大変

効果的であることが確認された。 
研修・普及モデルの成果を維持し、更なる展開を図るには、研修を受けた農家をフォロ

ーアップしていく仕組みづくりが重要であり、それには、RNRRDCと県及び郡の農業普及

員との連携が重要である。これを踏まえ、プロジェクトから、県及び郡の農業担当官の能
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力強化への更なる支援を提案する。 
また、プロジェクトでは、研修・普及モデルの確立を重視しており、その観点から、プ

ロジェクト活動に優先順位をつけていく必要がある。アクセスのしやすさ、治安、人的資

源及び資金面での制約、また他のドナー活動との重複などを考慮して、活動の見直しを行

い、一部の活動については制限することを提案する（例えば、他ドナー活動との重複がみ

られ、治安的にも課題のあるサムドゥルップ・ジョンカール県における活動など）。 
 
（2）ブータン政府側に対して 

1）東部農業開発への支援 
東部農業開発の責任主体は、一義的にはブータン政府にある。プロジェクトでは、ブー

タン政府の活動を支援していくが、人的資源及び資金面での制約があるため、東部地域の

開発に必要なすべての活動を実施することは難しい。ブータン政府には、活動実施に十分

な数の人員の配置など、プロジェクトへの更なる支援を提案する。 
 

2）プロジェクト終了後の展開計画 
プロジェクト終了の半年前に実施される終了時評価までに、プロジェクトの成果をどの

ように維持し、また拡大するかについて、ブータン側で計画を作成し、JICAに提出しても

らうことを提案する。なお、研修・普及モデルの重要な点のひとつは、作物の多様化を通

じて農家収入を安定させることにあり、この点は、モデルを普及する際に言及されるべき

点である。 
 
（3）日本側に対して 

1）短期専門家の派遣 
当初PDMでは、「食品加工」及び「マーケティング」の専門家の派遣が投入として記載さ

れていたが、簡易な食品加工（ジャムづくり等）を含めたマーケティング活動は、「業務調

整/農家組織」専門家が担うこととしたため、投入要素からの削除を提案する。代わりに、

農家への生産技術指導への支援を行う専門家の派遣が望まれる。また、過去に派遣されて

きた短期専門家は効果的であったことが確認されており、今後も継続して派遣されること

が望まれる。 
 
６－３ 教 訓 

ブータン東部地域の農業開発をめざし、これまで、個別専門家派遣「農村農業総合開発」（2000.3
～2004.3）、技術協力プロジェクト「東部2県生産技術開発・普及支援計画プロジェクト」（2004.6
～2009.6）、そして本プロジェクトと12年間にわたり協力が行われてきた。RNRRDCのカウンター

パートが自信とオーナーシップをもって業務に取り組み、その成果が各農家レベルで出てきてい

る背景には、確かな技術力に支えらえた協力が、カウンターパートと厚い信頼関係を構築しつつ、

長年にわたり実施されてきたことがある。 
特に農業開発においては、成果が発現するまで時間のかかることも多い。今後の成果が見込め

るプロジェクトに関しては、本案件のように腰を据えて、協力を継続していくことが望まれる。 
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６－４ 団長所感 

① 中間評価団として、活動の実態に合わせたPDMの変更を提案した。特に、プロジェクト目

標に関する指標については、プロジェクトチームとの議論を経て、現実的かつ活動結果を

反映させたものに改定された。議論の過程で、いくつかの用語の定義（Trained Farmersや
Extended Farmersなど）が明確化され、ひいてはこれが、今後の活動でだれをどのように教

育し、成果をどのように広めていくのかの指針になったのではないかと思われる。一方、

指標の測り方については、不明な点が多く、提言に記載したとおり、終了時評価までに整

理されることが望まれる。 
② また、これまでPDMで整理できていなかったNSCに対する支援は、成果3の種苗供給体制の

確立の一環として、新たにPDM上に明記された。これは、カウンターパート側から提案の

あったものであり、プロジェクトにおけるオーナーシップの醸成が図られていることが分

かった。 
③ さらに、農民組織化及びマーケティングに関する活動は、新たに成果4を加えることで整理

された。プロジェクトでの農民組織化は、グループ販売と関連づけられ、マーケティング

の要素を内包したものと位置づけられた。その結果、成果1のところで触れられていた組織

化やマーケティングの活動を成果4に移行した。なお、調査団からは、これら活動と農民間

普及を一体的に扱うことをプロジェクト・マネジャーに提案している。国の政策としても

農家の組織化を進めていることから、これらの活動が円滑に進む素地はあると思われる。 
④ 新たに追加された成果4の具体的な活動としては、RNRRDCでの農民組織化に関する講義・

実習や現地における学校や市場の買い手などと農民組織とのマッチングミーティングの実

施、中核農家（研修センターにて研修を受けるTrained Farmers）に対する他の農家に対する

指導の義務化、それに伴うモニタリングなどが考えられる。 
⑤ プロジェクトの成果の維持・拡大には、先方行政機関のコミットメントが重要である。提

言に記載したとおり、農家に対する継続的な技術的支援とプロジェクトが頻繁に訪問する

ことができない地域への普及のためには、県の普及員の能力強化が期待される。JCCでは、

農林省次官より、普及員にもプロジェクトのなかで一定の役割を与え、達成できたかどう

か判定する必要がある、それをしないと効果的な普及はなされない、といった積極的なコ

メントがあった。 
⑥ 同様に提言において、東部農業開発の担い手はブータン政府であることを確認し、更なる

人員配置の要望を記した。農林省との協議時に、東部の農業開発におけるJICAプロジェク

トの貢献に関し多大な信頼が寄せられていることを確認したが、この点は改めて強調して

おく必要がある。 
⑦ ⑥と関連し、先方のオーナーシップの醸成の一環として、提言のなかでプロジェクト終了

後におけるブータンとしての取り組みにつき、終了時評価前にまとめるよう示した。プロ

ジェクト・マネジャーは、既に素案を有しているとのことであったが、日本人専門家も含

めたプロジェクトチームとしてこうした議論を進めるようお願いしたい。 
⑧ 技術的な懸念としては、今回「虫害対策」短期専門家によって明らかになったミバエとグ

リーニングの被害が挙げられ、早急な対策を講じる必要があると思われる。 
⑨ また、訪問した農家の圃場における野菜栽培が、畝立てなどしておらず、粗放であるとの

印象を受けた。プロジェクト専門家によると、野菜栽培そのものが不慣れという農家側の
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事情や市場経済性、その他現地の事情を考慮すると、現状で構わないとのことであった。

市場規模が大きくなるなど外的な要因が変化することで、求められる野菜栽培の適用技術

も上がってくるものと思われる。現在は、まさに導入期であると実感した。 
⑩ 後に、先方カウンターパートは、試験研究のみならずプロジェクト事業運営に関しても

自信をもって取り組んでいるのが、見受けられた。専門家との信頼関係も厚く、こうした

ことがスムースな能力向上につながっていると思われる。 
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